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施策調査専門委員会 引継書（案） 

１ 施策調査専門委員会 

（1）これまでの成果 

施策調査専門委員会は、施策の進捗や効果を把握するための指標･方法の検討、

施策の点検・評価の実施及びそれらの県民への情報提供に関することを所掌事

項とし、学識経験者を委員として平成19年５月に発足した。 

年度 取組成果等 

１９

○ 専門委員会は公開とするとともに、公募委員等他の県民会議委員

をオブザーバとして加え、多面的に意見形成を図った。 

○ 各特別対策事業と最終目標である「良質な水の安定的確保」の効

果を評価する道筋を「各事業の評価の流れ図（構造図）」として整

理した。 

○ 県が施策の実施効果を評価するために行う「水環境モニタリング

調査」や個別事業のモニタリング調査の手法等について、専門的立

場から意見を述べ、修正を加えた。 

２０

○ 公募委員が主体となり実施した事業モニターに際して、事業現場

において専門的見地から説明等を行った。 

○ 平成19年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行い、点検結

果報告書原案を作成し、県民会議に提案した。県民会議は、これを

取りまとめ、知事に提出した。 

２１

○ 平成20年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行い、点検結

果報告書原案を作成し、県民会議に提案した。県民会議は、これを

取りまとめ、知事に提出した。 

○ 第２期実行５か年計画に関する意見について検討した。 

２２

○ 平成21年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行い、点検結

果報告書原案を作成し、県民会議に提案した。県民会議は、これを

取りまとめ、知事に提出した。 

○ 第２期実行５か年計画に関する意見を取りまとめ、意見書案とし

て県民会議に提示した。 

２３

○ 平成22年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行い、点検結

果報告書原案を作成し、県民会議に提案した。県民会議は、これを

取りまとめ、知事に提出した。 

○ 森林生態系評価の実施方法等について検討を行った。 

○ 県外対策（山梨県）の評価手法について県に意見を述べた。 

資料３－２ 
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年度 取組成果等 

２４

○ 平成23年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行うととも

に、第１期５か年の取組全体について総括する点検結果報告書原案

を作成し、県民会議に提案した。県民会議は、これを取りまとめ、

知事に提出した。 

○ 県が行う森林生態系効果把握手法等検討業務の実施状況や検討結

果報告の各段階において、施策評価のあり方等の観点から県に意見

を述べた。 

２５

○ 第２期実行５か年計画初年度の平成24年度事業実績を対象に特別

対策事業の点検を行い、点検結果報告書原案を作成し、県民会議に

提案した。県民会議は、これを取りまとめ、知事に提出した。 

○ 第２期実行５か年計画の満了時を見据え、全体計画の前半10年間

における施策の総合的な評価の進め方について検討し、施策の実施

効果について「状態・機能、経済」の３つの視点による総合的な評

価を行うとともに、平成27年７月に総合的な評価ワークショップを

開催する方針を県民会議に提示した。 

２６

◯ 施策の総合的な評価の取組として、評価報告書案の検討を行うと

ともに、総合的な評価プレワークショップに関する企画内容や運営

に係る検討を県民フォーラムチームと合同で行い、平成27年３月に

第24回県民フォーラムにより開催した。 

◯ 平成25年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行い、点検結

果報告書原案及び同概要版を作成し、県民会議に提案した。県民会

議はこれを取りまとめ、知事に提出した。 

２７

◯ 施策の前半10年間の総合的な評価（中間評価）の取組として、平

成27年７月に総合的な評価のワークショップを開催した上で、「総

合的な評価（中間評価）報告書」の原案を取りまとめ、県民会議に

提案した。県民会議はこれを取りまとめ、知事に提出した。 

◯ 上記の総合的な評価の結果に基づき、次期計画の方向性について

意見を取りまとめた「次期かながわ水源環境保全・再生実行５か年

計画に関する意見書」の原案を作成し、県民会議に提案した。県民

会議はこれを取りまとめ、知事に提出した。 

◯ 平成26年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行い、点検結

果報告書原案及び同概要版を作成し、県民会議に提案した。県民会

議はこれを取りまとめ、知事に提出した。 

２８

○ 平成27年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行い、点検結

果報告書原案を作成し、県民会議に提案した。県民会議は、これを

取りまとめ、知事に提出した。 

○ 公募委員が主体となり実施した事業モニターに際して、事業現場

において専門的見地から説明等を行った。 
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年度 取組成果等 

２９

○ 平成28年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行うととも

に、第２期５か年の取組全体について総括する点検結果報告書原案

を作成し、県民会議に提案した。県民会議は、これを取りまとめ、

知事に提出した。 

〇 県が施策の実施効果を評価するために行う「水環境モニタリング

調査」や個別事業のモニタリング調査の手法等について、専門的立

場から意見を述べ、見直しを図った。 

○ 施策の総合的な評価の進め方について検討し、平成30年度に総合

的な評価ワークショップの開催、平成32年度に「施策の中間評価報

告書」及び「次期実行５か年計画に関する意見書」を作成する方針

を県民会議に提示した。 

３０

〇 平成29年度事業実績を対象に特別対策事業の点検を行い、点検結

果報告書原案を作成し、県民会議に提案した。県民会議は、これを

取りまとめ、知事に提出した。なお、点検結果報告書の作成にあた

っては、要点が明確で県民の方が手に取りやすくなるよう報告書の

ボリュームを抑えるなど、構成についても見直しを行った。 

○ 県民会議主催のワークショップにおいて施策専門委員会として、

助言やサポートをし、また「有識者による評価発表」を行った。 

○ 施策の総合的な評価のため、中間評価における指標の検討や第３

期以降における経済評価の実施について検討を行った。 

（2）課題 

① 「次期実行５か年計画に関する意見書」の作成に向けた検討 

  県民会議は、県の次期実行５か年計画の検討に先立ち、毎年の特別対策事

業の点検・評価の結果等を踏まえ、次期計画策定の基本的な方向性や盛り込

む事業の考え方などについて、意見を取りまとめ、県に意見書を提出する役

割を担っている。このため、平成32年度の意見書の提出に向け、平成31年度

においては意見書原案の検討を行う必要がある。 

② 第３期以降における経済評価の実施に向けた実施方針の検討 

  施策の総合的な評価として、第４期中に経済評価の実施を予定している。

そのため、第３期中に、経済評価の対象範囲や評価手法、評価に用いるデー

タなど、第４期における経済評価の実施方針について検討を行う必要がある。 

③ 施策大綱期間終了時を見据えての点検・評価等について 

  毎年の特別対策事業の点検・評価により、各事業の実績や様々な事業効果

等を確認しているが、平成38年度をもって施策大綱期間が終了することから、

今後は、大綱期間終了時を見据えて、上記意見書の作成や経済評価なども含

めた事業の点検・評価を行う必要がある。 
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＜参考資料＞ 

 ○ 施策調査専門委員会開催状況  

○ 施策調査専門委員会設置要綱 


